
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

                    平成２８年１１月１５日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 
ＧＵ１０口金ＬＥＤランプ 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

本製品は、主にスポットライト等のハロゲンランプに使用されているＧＵ１０口

金をもったＬＥＤランプであり、このハロゲンランプの代替として使用するもので

ある。 

なお、ＧＵ１０口金はＩＥＣ６００６１－１には規定されているが、その整合Ｊ

ＩＳであるＪＩＳＣ７７０９－１には規定されていない。 

 

○構造、仕様、意匠 

 

定 格：１００Ｖ、３．９Ｗ 

 

○主な使用者、販売先 

一般消費者等 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

 

 電気用品安全法上は、非対象として取り扱う。 

 

（理由） 

 

「ＪＩＳＣ８１５６（２０１１）に規定する一般照明用電球形ＬＥＤランプ及び 

これに類する電球形ＬＥＤランプ」に該当するものが「エル・イー・ディー・ラン

プ」として対象となるが、当該ランプのＧＵ１０口金は、これに類する電球形ＬＥ

Ｄランプとしての要件であるＪＩＳＣ７７０９－１に適合した形状の口金ではな

いため、非対象として取り扱うことが妥当と判断する。 

 

 

 


